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れて行く。 、 ■

資本= 货労働の両面において検討されたごとく，資 

本て= 賃労働の全社会的な再編成•構造変化のなかで成 

立してくる•■中小工業J を直接の担い手として，はじ 

めて，ここに，わが国資本主義の経済構造上の間題と 

して，すぐれて現代的な性格をもつ『中小工業（中小 

企業）問題」が登場してくるのである。それが独占資 

本主義段階における国家政策の対象として取上げられ 

るに至る。この時期の「中小工業問題J 力':前段階のそ 

れと異る所以は，問題の主体が機械制工業時代におけ 

る資本制的な中小経営であるとともに，問題の本!^が 

独占金融資本による産業経済の支配とその再編成とに 

根ざしていたことにあったのである。すなわち，この 

期の中小工業問題は，独占資本の支配•収寒による中 

小経営の没器‘, 窗乏化の間題でもあり，同時に，労働， 

クミ業問虐，社会問題としてあらわれてくるところに， 

国家により中小工業対策を不可避にした理由があった 

のでもる。かくて，この時にみられる基本構想の中 

に，後の諸段階の中にみられる中小工業政策の「原 

型」を指抜することが出来るのである。

中小工業発達本史の部分は，尾城君が最も力を注い 

で検討を加えて来たものであって，中小工業の本格的 

形成と展開をこの時期に積極的に主張する尾城君の研 

究は, この時期にみられるr中小工業問題J やそれに 

対する対策の檢討と共に，多くの示唆をふくむものと 

して高く評価しうるものである。

(五）

昭和6年 （9. 1S満州事恋勃発）より1945ギ敗戦までの 

15ザ-間の時期は，準戦時体制より戦時体制へと移行す 

る日本資本主義と，その下における「中小工業J の插 

移がここでの研究の課題である。この時期に，わが国 

においては，国家の直接的な経済統制を通じ，産業構 

造の高度化と，経済構造の大規模な??編成が強行され 

て行ったが，前段階において財閥独占資本の形成とと 

もに出発した「中小工業J は，この過程で，いまや国 

家独占による支配.統制の下にその全面的な構造変化 

をとげ，戦争経漆*軍需生産に果す役割は，従来とは 

異った新しい課題に直而するとととなった。すなわち 

r中小工業J は，近代戦争遂行のための2{1備拡充，重 

化学工業，ポ需工業の育成，産業経済の国家独占資本 

的な統制化の推進力德、速に進めb れる中に，その一部 

として，また準戦時体制を支える底辺的存在として， 

f ll视され，国家統制の下でW編成されて行くところに， 

準戦時的特傲がみられる。

この中小工業の再編成の過程はr工業組合法J によ 

りすすめられ，国家統制化の第ー步を：̂タみ山して行ゥ

この時期の重要な問題に「輸出中小工業問題J と 

r下請制工業問題J がある。前者は翰入資材の見返り 

としての輸出の奨励を目的とし輸出向製造の中小エ 

業の奨励が行なわれ， 時期輸出工業を中心として中 

小工業の量的拡大，成長現象があらわれ.一見目ざま 

しく注目されるに至った力;，実は，その発展は彼行的 

力、つ不安定でちり，窮迫的成長を示すものにすぎない 

結果となった。後者は •'中小工業J 問題を理解する上 

にきわめて重要であるが，下請制は準戦時，戦時体制 

の本格化とともにわが国経済の構造的矛盾克服のため 

「中小工業J の組織化が強行され，新しい大工業の支 

配 . 収奪のための組徽化とともに間題とされた。「下 

請制」や 「中小工業J の大規模の再編成を必須の条件 

としつつ戦時体制の組厳強イ匕につとめたが，そこには 

克服しえぬ矛盾がさらに激化し日本の軟辛経済は敗 

戦をまたずして，その再生産構造の崩壊'により自滅の 

道を歩んだのである。 ，

今日に直結すを「中小工業問題」の基礎は実はこの 

時期の動向の中に形成されたのでもって，戦争経済の 

段階は中小工業の発達の上で，すぐれて現代的意義を 

もつ時期とみることが出来る。

以上尾城君が提出された論文の内容に即して, r 日 

本中小工業とその問題史J の主要論点を紹介して来た,， 

尾坡君の研究は，日本資本主義の歴史的発展段階の区 

分，それぞれの段階における社会体制.経済構造のあ 

り方とその変貌，それぞれの体制の中で成立した「在 

来産業J 一 レ]、工業」一 「中小工業J の歴史的性格，

さらにそれを基盤として発生したT在来ま業問題」-  

「小工業間題J 一 「中小工業問題J の実旗の分析に捧げ 

られている。本論文を総体的に考察すれば，尾城君が 

研究史序論におk、て示した方法論的反智を土台に，「現 

状分析的J 则究と r発達史的J 研虎とを统一^的に駆使 

せんとする努力，とくに達史的 J 研究に重点をお 

き行なわれた本論文は，日本資本主義の発達に即した 
わが周 r中小工業j の位置づけ， rr和小工業問題」の 

本質を梭討せんとする所期の目標をほぽ達成しえたと 

言いうるであろう。尾城君の研究が広く学界に責献し 

うると評価しうる諸点を列举すれぱ，

( 1 )過去においてI和小工業論および業種別中小工業史 

' 並びに中小工業政策史分!11T'での研究を多くみること

力'、出来るが，中小工業および41小工業問題を，発達 

史的に，日本資本主義の構造的推移の過程の中に位 

置づけたr 日本中小工業論」と完結した研究とし 

ては，尾城君の本研究をもって第一におしうること。 

<2)明治中期より末期の時期に，「小工業J およびr小 

工業rpぐ題J を，近代的工業発展の限界の指摘との関 

速において位置づけたこと。

( 3 )明治末期より大正期におけるわが国の独占資本の 

形成，産業支配の構造の中に， 「中小工業」の本格 

的成*を日本資本主義の総桃造的視角より分析し

中小エ寒問題J の特質を解明したこと。

( 4 )資本の社会的編成およぴ賃労働の社会的編成の概 

念を用い，統一的に資本主義の構造的特質および中 

小工業の特質を解明したこと。

( 5 )生産部面のみでなく，金融面や流通機構の側面を 

も綜合して「中小工業」を解明したこと。

似 準 戦 時 ，戦時体制の中における「中小工業J の変 

質の中に，戦後の「中小工業問題j の原嬰を見出し 

戦時と戦後の経済構造の継承を明白にしたこと。

まである。尾城君の提出論文のごとく,中小工業およ 

び中小工業問題を日本資本主義の歴史的発展との有 

機的，構造的に関速させつつ解明した業績は，高く評 

価して良く，今後の中小工業研梵に多大の貢献をなす 

ものであると考えられる。

本研究に指摘さるべき欠点や,取扱われず今後に残 

されたfig題が無いわけではない。また，本論文が明治 

維新以後敗戦湖に至る長期間にわたる時期に発生した 

諸問題を，統ユ的, 綜合的に檢討せんとしたところ力、 

ら, その叙述がやや概論風に堕し，重複しているうら 

み力’嫌• < はない，さらに，本論文にて使用された諸資 

料や立論の根拠につV、て先学の研究にいささか安易に 

依存しているきらいもないではない。資料の操作に一 

工夫あってしかるべきだと思われるところや，根本資 

料に立入ってのlif検射の作業を必要とすると思われる 

ところも散見された。しかしこれはf■中小工業問题J 

を瑰状分析的および発達史的方法を綜合せんとする尾 

城君の意因が然らしめたものと思われる。尾城君がこ 

れまでに行なった極めて獎証的ないくつかの業糖に開 

する歴史的研究並びに実態調査研究は本論文を補完し， 

裏づけているものと考えられる。したがって，これら 

の調査研究を者慮するならぱ，この点は本論文の政命 

:的な欠陥とはならないのである。

文に見られるすぐれた識見と独創性とを高く評価し 

我々審S 員一同，本論文は「経済学博士J の学位授与 

に値するものでんると結論した次第である。

論文審査担当者主査.鳥崎蔭夫 

副 査 併 } 仍 告  

副查中村勝己

ここに，思城君の学位請求論文の内容を梭討し論

渡辺國廣君学位授与報告

報 告 番 号 乙 第 432号 .

学位の種類経済学博士 

授与の年月日昭和45年 3 月19日 

学位論文題名 r フランス農業史の研究J

内 容 の 要 旨

r フランス農業史の研究J 論文耍旨

渡辺國廣

フランス農村は自家経営の広範な存在に特徴があっ 

た。自身で土地を持ち，家族労働を投入することによ 

り，生活がまっとうせる.のである。かかる体制ぱまた 

農菜経済の原基でももった。この維}̂ケ.くらい困難なも 

のはない。しかしなおフランスでその存続が可能であ 

ったとすれば，いかなる関係からか。

(一） もともと士地は，それを所有する者の本格的 

な生活の場にはかならない。しかしかかるものとして 

それを維持するには，多大の困難がともなった。自立 

の状況を彼は，領主に対し保護をホ出ることで持続し 

ようとした。第:一編はこの間の事情について関説する。

領主の保護を受けるという以上,当然その代償は覚 

悟しなければならない。領主はとれを，領主自身の財 

/まに対する諸鱼担として要求した。土地である時,彼 

は労働力の提供者に仕立てられた。また領主の財産が 

公共物件として現象する場合，その使用を強制される 

ということで，彼は顿主かを自立の保H1Hを得た。財産 

により自立しようとする時には，拘あを受けた。そし 

てこれはもっぱら，領主が財産を所持する仕方にかか 

わる問題でもあった。領主の犯いといえぱ，邊民の士 

地を領主の経済に必要な政接的手段に供しようという 

点にはかならない。しかしフランスの場仓，領主の勝 

手が封じられた点に特徴があった。傲生の规制は，土 

地所有から皆を駆逐するまで徹庇し得なかった。そし

86(1̂ 8) 87(149)
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てとれと閱速しては，王の必要ということが考えられ 

よう。主は士地で自立する者を確実な担税者とみなし 

た。担税者として彼は安定していることが望ましい。

M主の勝手，これをぎずる王の財政必要，そのかかわ 

り合いのなか，士地による自立という状況がプランス 

において定着することになった。しかしまた，ま寒労 

働による自立を保証しながら，これを収奪することは， 

能率がよかった。.かくして領主は，士地所有から綺出 

された奴諫をも士地に定住させ.人前に仕立てるベ 

く積極的ですらある。そしてこれによっても*農民の 

経営は一般イ匕してこよう。今や領主の下，独立自営を 

続ける者の劍立が狙われたのであった。

(ニ） 皆が自立に必耍な規模だけ持つのである。力、 

かる場がマンスにはかならない。それは士地と家から 

なる。いわぱ複合体で，彼はこれを領主の規制の下に 

持込み, 所有をまっとうし得た。しかし財産に対する 

侵害は単にそれだけにとどまらない。同時にまた技術 

の状況にもよった。そして第二縮では，この点を极う。

周知の如く，彼は鳥で朝f[^と牧養を両立させ，自給 

という伝統的な目的の達成を期した。同じ士地を二様 

に使分けたいのでる。実にそのための開放耕地であ 

り，耕作跋制。村が共同体でなけれぱならないのは，

こうしナ+搭置の運営に円滑を期さんがため。今や彼の 

経営は，共同の規制に服す。館主と共同体と，このニ 

つを前提に，士地は財産として，所有者のため自立を 

保証するということになった。彼はまた入会‘地を利用 

できる。これにより自* に必襄な状況は一̂段と強イ匕さ 

れた。しかし領主の間で，入会地は早くから収奪の对 

象。収奪の進行のなか，村は深刻な不安に追込まれた。 

入会地を欠く時,この段階では再生産に必要な絶対的 

条件の喪失を意味した。入会地に寄せる村の関心はな 

みなみならない。しかし王は，村と領主と，いずれに 

'加担したものか,，態度をきめかねた。，

(三) 所有財産で自立が不可能な時，誰もその維持 

に■魅力を感じない。かかるなかで，土地の移励が活発 

化した。锁主はその際，有利に振舞い得た。プルジg 

ワもまた傲主にまで上昇することにより，士地市場に 

おいて有利な立場{'こ立とうとした。こうした集積財産 

で，傲主は貨略を組う。そしてとれを手っ取り早<:実 

現するため, 士地は耕作#望む人々に対し賃贷される 

ことになった。雄三編ではこの事熊の意味づけに従う。

士地を収入源に仕立てるべく，賞貸借の関係に組込 

むのである。かかる際, 土地をプ:nルムとして- 描， 

货贷。かかる货贷では作業場の付設を特徴とする。賃

借者はプ* ルミユと呼ばれた。その前身はといえば，

ラプル一 ル。彼はすでに世襲の士地を喪失し士地の 

賞借に生活のすべてを託することになった。彼に自身 

の役畜があゥすこことにより，かかる転進が可能となゥ 

た。今や生産過桓における危険.はすぺて賀借者たるフ 

ェルミユがおう。そのことQ なかで役畜すら手放さざ 

るを得ない場合も出た。これと共に領主は，財産管理 

を非常な重荷と惑じた。彼はフCCルムの貧借者に必要 

な, 役畜の提供者を求めた。都市の商人がこの要望を 

受けて立った。商人はこれを機に士地の-^^-賃借に成 

功しフェルミ' i t ，ジュネラルに転進する機会をつか 

んだ。しかしまた領主は，フ《ルムに組込み得ない士 

地にっいても，これを賃貸借闕係I'こ組込み，貨常の獲 

得を狙った。はんぱな士地でより，それを賃借したか 

らといって，生活がまっとうせない。しかし役畜が'な 

く，土地も欠乏していた貧農が，生活の不足分を補充 

すべく，その賞借に栽到した。 ，

論文審査の要旨

r フランス農藥史の研究J と題する渡辺國廣君の学 

位請求論文は, 9世紀から18世紀末の革命に至る間の 

フランス農業の構造と，そのなかを貫く变化の基本線 

を摘出したものであって，その論旨を要約すれぱ次の’ 

如くである。 .

まず著者は，原初において誰も土地で自立する状況 

にあったと見，農民とは自身で土地を持ち家族労働を 

投入することによって生活を全うする状況にる者と 

規定する。彼らが9世紀に成立した領主制のもとに置 

かれたのも，自立という伝統を保持するためであってド 

有力者たる領主に保護を申出た代償として後々な負担 

の課徵をサ受したのであった。この従属しても土地財 

産によって家族を扶養し得た点に，フランス農民の特 

徵を置く著者は，本論文一編r人問J においてこの問' 

の事情を詳述する。

農民は領主制のもとで，傲主との関係においてのみ 

ま立し得た。このことは領主が農民との速盤の上に立 

.っていることであり，その限りで領主の恣意的行動は

ぜられているのであった。これに加えて，領主に化 

して優勢な国主は，確実な担税者として士地で自立す 

る者の安定化を望んだ。著者は，この国王と倾主と;Iき 

民との三者の対立 . 結合関係のなかに，プランスにお 

いて土地によるg 立，農民的所有が維.持-された根拠を 

見出すのである。

策ニ 編 r士地」においては，まず激民の家産たるず

SW50)
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ンスの規模が地力の較差の存在のため地方によってか 

なり相違することを考察し9世紀に普及した一家 

族一マンスの原則も，領主が人と土地とを生産の主耍 

な要素として明確に区別し，別個の課税対象とするこ 

とを図ったことを機縁として破線しマンスの分割 

-一一細分化となることを追求する。ここに土地で生活 

する者を一元的に极うことはできなくなる。すなわち 

独営を続ける者の他方に，自己の財産力;不足とな 

り他人の土地に依存する者が现われたのである。つい 

で著者は，それまでの間，農民の自立を保諷した入会 

地の利用力;領主の収起の対象とされ，その進行に评っ 

て波ら農民の生活力';不安に追いとまれてゆく過程を詳 

細に迪る。この入会地利用をめぐる領主と農民の対立 

は社会不安にまで発展するのである。

第三編「貨幣」では，著者は農民層分解に視点をち 

てて，貨幣の重視がこれを推進した経過を分析する。

ここで第一編に見た土地の性格が変化してくる。端的 

にいえぱ，土地は生活のtfl立経営の場から貨幣収得の 

場となったのであった。まず領主は土地獲得のために 

権力を行使し，いわゆる封建反動を惹き起す。すなわ 

ち著者は封，反動を，貨幣経済の浸透との関連で把え 

るのである。これが農民側の反撥を招くのは当然であ 

るが，この過程は同時に農民上層，プルジョアの抬頭 

によって伴われている。いまや土地は収入源として資 

貸借の関係に組みこまれてゆく。それは土地によって 

独立自営を続ける者の傍らに，士地の實借によって 

生活を維持する者の出現を意味する。士地はプュルム 

(贷付地) として賞貸された。賞借者（フェルミェ）の前 

身は概ねラブルール，すなわち世襲の土地を失い僅か 

，に役畜を所有するがために土地の,貧借で生活できた者 

である。しかも生産上の危险はすぺてフプ.ルミュのA  

担となったため，やがてその役畜すら手放さねばなら 

ぬ場合も生じた。ここに彼らに代って貸付農地の総括 

管理者となったフCCルミュ. ジ:nネラルの多くは，都 

ホの商人であって，穀物を极いその価格わ釣上げを策 

することが少なくなかった。役畜を持たず士地も不足 

した貧農は，生活のために零細な土地でも賃借しよう 

と狂奔した。この士地の需要に対応すぺく，土地の造 

成たとえぱ開懇や干拓が進められたが，入会地の開懇 

は，領主による入会地の収海と並んで，専業農たるラ 

プルールとの対’立を深めざるを得なかった。しかも士 

地不十分な兼営農のプヌプリみの立場は，土地造成‘ 

入会地開懇の点でラプルールと対立すると共に，領主 

や上層農民の入会地独占に対するということでラプ

ル一ルと連合するといった複雑な形をとった。加うる 

に領主はマヌプリェの懷牲においてその地位の向上を 

目指するの対して，国王は々ヌ プ リ エ の ラ プ ル ~ル  

化にその政権の安定の基礎を見出そうとした。かかる 

土地をめぐる社会関係. 対立関(系の激化の問に，ァン 

シ ャ ン .レジールは終焉に近づくのである。

以上の妻旨の本論文において箸者の視点は，歴史に 

おける個々の,行動主体の経済的励機に据えられている 

といってよい。そしてその行動の合理性をどのように 

説明するかという課題に答えようとしていろ。従って, 

たとえば倾主对農民という関係においても，傲主を単 

に挿収者という側面からのみ} えることはしないで, 

.領主側に,も恣意的な行動力Mliij約される理由があるとし, 

そこから領主.廣民双方の存在の合理性を見出そうと 

している。と.いってそれが常に合理的，調和的である 

というの で はなく，その行動のうちに必然的にひそむ 

対•立面がどのような問題を涕めてゆくかを追求するの 

である。従って，本論文は社会經済史研究というより 

は, 著者の一史論というべきものと考えられる。

さらに本論文でもう--0 基調となっているものは， 

農民という概念である。著者によれぱ,，農民は土地の 

上に自立して生活を営むことを本来の姿とする。彼ら 

が領主制のなかに組みこまれたのは，自立経営を保持 

するための条件であったからである力’、， そのなかで彼 

らは結局自立化の根拠を失うことになったのであって， 

フランス命はこの失地の® 復に外ならなかったと， 

著者は省察するのである。自由な土地所有に基礎を置 

く独立自営農民広讯な創出がそれであった。そして： 

著者はフランス封建制が. 農民の従属とひきかえに，

ま立に必要な条件の確立,保護のもとでの自立という 

形で，農民のま立経営の維持をその根底に置'̂ 、ていた’ 

という点に，フランス農業史の特質を見出すのである。

本論文は著者独特の文体と難解な字句を以て飾られ 

ている力:，上述の著者独自の着想は,新たな問题展開 

の緒ロを与えたという点で高く評倾されて然るべきも 

のである。加えて著者が過去に公けにした幾多の研究 

業績に徵して，吾々ほ著者が経済学博士の学位を授与 

されるに価すると考える。

論文審查担当者主査高村象乎 
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